
規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第１号
さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行細則の一部を改正する規則
健 康 増 進 課 令和２年１月６日

規則第２号
さいたま市建築基準法施行細則の一部を改

正する規則
建 築 行 政 課 令和２年１月７日

規則第３号

さいたま市マンションの建替え等の円滑化

に関する法律施行細則の一部を改正する規

則

建 築 行 政 課 令和２年１月７日

規則第４号

さいたま市障害者の利用に係る公の施設使

用料等減免条例施行規則の一部を改正する

規則

障 害 支 援 課 令和２年１月２２日

規則第５号
さいたま市にぎわい交流館いわつき条例施

行規則
経 済 政 策 課 令和２年１月２２日

規則第６号
さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改

正する規則
児 童 相 談 所 令和２年１月２７日



さいたま市規則第１号 

   さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成１５年さいた

ま市規則第７４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第２１号（第１６条関係） 様式第２１号（第１６条関係） 

同 意 書 

 ［略］ 

同 意 書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした

者の配偶者又は直系血族、②家庭裁判所で

免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、

③精神の機能の障害により精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第３３条第１項

の規定による同意又は不同意の意思表示を

適切に行うに当たって必要な認知、判断及 

び意思疎通を適切に行うことができない者、

④未成年者 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした

者の配偶者又は直系血族、②家庭裁判所で

免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、

③成年被後見人又は被保佐人、④未成年者 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式については、当分



の間、適宜修正の上使用することができる。 



さいたま市規則第２号 

さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年さいたま市規則第２１５号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （許可申請）  （許可申請） 

第１５条 省令第１０条の４第１項に規定する市長

が規則で定める図書又は書面は、省令第１条の３

第１項の表１に掲げる付近見取図、配置図、各階

平面図、２面以上の立面図及び同項の表２第２９

項に掲げる日影図（法第５６条の２第１項の規定

により日影による高さの制限を受ける建築物に係

るものに限る。）とする。 

第１５条 省令第１０条の４第１項に規定する市長

が規則で定める図書又は書面は、省令第１条の３

第１項の表１に掲げる付近見取図、配置図、各階

平面図、２面以上の立面図及び同項の表２第３０

項に掲げる日影図（法第５６条の２第１項の規定

により日影による高さの制限を受ける建築物に係

るものに限る。）とする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（電子情報処理組織による報告等） （電子情報処理組織による報告等） 

第２７条 市長は、情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号

）第６条の規定に基づき、法第６条の２第５項（

法第８７条第１項、法第８７条の４又は法第８８

条第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。以下同じ。）、法第７条の２第６項（法第

８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。以下同じ。）、法

第７条の４第６項（法第８７条の４又は法第８８

条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。

）又は法第７条の６第３項（法第８７条の４又は

法第８８条第１項若しくは第２項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定による報告を

電子情報処理組織（市長の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下この項において同じ。

）と指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。第３項において同じ。）を使用して行わせる

ことができる。 

第２７条 市長は、行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５

１号）第３条の規定に基づき、法第６条の２第５

項（法第８７条第１項、法第８７条の４又は法第

８８条第１項若しくは第２項において準用する場

合を含む。以下同じ。）、法第７条の２第６項（

法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。以下同じ。）、

法第７条の４第６項（法第８７条の４又は法第８

８条第１項において準用する場合を含む。以下同

じ。）又は法第７条の６第３項（法第８７条の４

又は法第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。以下同じ。）の規定による報

告を電子情報処理組織（市長の使用に係る電子計

算機（入出力装置を含む。以下この項において同

じ。）と指定確認検査機関の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。第３項において同じ。）を使用して行わ

せることができる。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第３号 

さいたま市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正

する規則 

 さいたま市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成２９年さい

たま市規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（許可申請） （許可申請） 

第３条 省令第５２条第１項の規定により市長が規

則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとす

る。 

第３条 省令第５２条第１項の規定により市長が規

則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとす

る。 

 ［略］   ［略］ 

 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第１条の３第１項の表１に掲げる付近

見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立面

図及び同項の表２第２９項に掲げる日影図（建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５６

条の２第１項の規定により日影による高さの制

限を受ける建築物に係るものに限る。） 

 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第１条の３第１項の表１に掲げる付近

見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立面

図及び同項の表２第３０項に掲げる日影図（建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５６

条の２第１項の規定により日影による高さの制

限を受ける建築物に係るものに限る。） 

 ［略］    ［略］ 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第４号 

   さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例施行規則の一部を改

正する規則 

 さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例施行規則（平成１３年さ

いたま市規則第１１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

使用料等

の名称 

減額又は免除の区分及びその内

容 

区分 内容 

 ［略］ 

 ［略］ 

氷川の杜文

化館の使用

料等 

 ［略］ 

さいたま市

岩槻人形博

物館の使用

料等 

減額 左記使用料等の額の２

分の１に相当する額 

 ［略］ 

さいたま市

産業文化セ

ンターの使

用料等

 ［略］  ［略］

さいたま市

にぎわい交

流館いわつ

きの使用料

減額 左記使用料等の額の２

分の１に相当する額 

使用料等

の名称 

減額又は免除の区分及びその内

容 

区分 内容 

 ［略］ 

さいたま市

六日町山の

家の使用料

等 

減額 左記使用料等の額の２

分の１に相当する額 

 ［略］ 

氷川の杜文

化館の使用

料等

 ［略］

 ［略］ 

さいたま市

産業文化セ

ンターの使

用料等 

 ［略］  ［略］ 



等  

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和２年２月２２日から施行する。ただし、別表中さいたま市六日町

山の家の使用料等の項を削る改正は、同年４月１日から施行する。 



さいたま市規則第５号

さいたま市にぎわい交流館いわつき条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市にぎわい交流館いわつき条例（平成３０年さいたま

市条例第６７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（利用の許可）

第２条 条例第６条第１項の規定により、さいたま市にぎわい交流館いわつき（以下

「交流館」という。）の多目的室及び屋外共用スペース並びに附属設備（以下「貸

出施設等」という。）の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようと

する者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出し

なければならない。

 貸出施設等の利用の許可を受けようとする場合 にぎわい交流館いわつき利用

許可申請書（様式第１号）

 貸出施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 にぎ

わい交流館いわつき利用変更許可申請書（様式第２号）

２ 前項の規定による申請は、利用しようとする日（以下「利用日」という。）の３

月前から利用日の前日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めたときは、この限りでない。

３ 第１項の規定による申請に対する利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付して行うものとする。

 貸出施設等の利用の許可 にぎわい交流館いわつき利用許可書（様式第３号）

 貸出施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可 にぎわい交流館いわつき利

用変更許可書（様式第４号）

（営利行為の許可）

第３条 多目的室又は屋外共用スペースを利用しようとする者で、条例第６条第２項

の規定により営利行為の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとするも

のは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなけ

ればならない。



 営利行為の許可を受けようとする場合 にぎわい交流館いわつき営利行為許可

申請書（様式第５号）

 営利行為の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 にぎわい交流

館いわつき営利行為変更許可申請書（様式第６号）

２ 前項第１号の規定による申請は、前条第１項第１号の規定による申請と同時に行

わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限り

でない。

３ 第１項の申請に対する営利行為の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付して行うものとする。

 営利行為の許可 にぎわい交流館いわつき営利行為許可書（様式第７号）

 営利行為の許可に係る事項の変更の許可 にぎわい交流館いわつき営利行為変

更許可書（様式第８号）

（利用の取消しの届出）

第４条 第２条第３項第１号の許可を受けた者（以下「貸出施設等の利用者」という。

）は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なくにぎわい交流館いわつき利用

許可取消届出書（様式第９号）に同項に規定する許可書を添えて、市長に届け出な

ければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りで

ない。

２ 前条第３項第１号の許可を受けた貸出施設等の利用者は、営利行為の取消しをし

ようとするときは、遅滞なくにぎわい交流館いわつき営利行為許可取消届出書（様

式第１０号）に同項に規定する許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

（許可書の提示）

第５条 貸出施設等の利用者は、貸出施設等の利用開始の際に第２条第３項及び第３

条第３項に規定する許可書を受付に提示し、市長の指示に従わなければならない。

（利用料金の納付）

第６条 貸出施設等の利用者は、許可書の交付と引換えに利用料金の全額を納付しな

ければならない。ただし、指定管理者（条例第１７条第１項に規定する指定管理者

をいう。以下同じ。）が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

（附属設備の利用料金）



第７条 条例第９条第３項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

（利用料金の額の承認申請等）

第８条 指定管理者は、条例第９条第２項又は第３項の規定により利用料金の額の承

認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、

市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否

を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

（利用料金の減免の基準等）

第９条 条例第１０条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合の基準及び

割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 本市が主催する行事で産業振興、観光支援等を目的に利用する場合 １００分

の１００ 

 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校が教育活動のた

め利用する場合 １００分の１００ 

 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合 指定管理者

が相当と認める割合 

（利用料金の還付の割合）

第１０条 条例第１１条ただし書の規定により利用料金を還付する場合の割合は、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第１１条第１号及び第２号に該当する場合 １００分の１００

 条例第１１条第３号に該当する場合 指定管理者が相当と認める割合

２ 前項の規定により利用料金を還付する場合において、当該金額に１０円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（利用終了の届出）

第１１条 貸出施設等の利用者は、利用を終了したときは、速やかに係員に届け出な

ければならない。

（利用者の遵守すべき事項）

第１２条 交流館を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。



 利用することができる施設以外に立ち入らないこと。

 許可を受けずに交流館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、

広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

 許可を受けずに火気等を利用しないこと。

 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に支障のある行為をしないこと。

（損壊の届出等）

第１３条 交流館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、

その指示に従わなければならない。

（管理上の指示）

第１４条 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、その都度必要な指示

をすることができる。

（原状回復の点検）

第１５条 利用者は、条例第１３条第１項の規定により施設等を原状に回復したとき

は、係員の点検を受けなければならない。

（指定管理者に関する読替え）

第１６条 条例第１７条の規定により指定管理者が交流館の管理に関する業務を行う

場合についての第２条から第５条まで、第１３条及び第１４条までの規定の適用に

ついては、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

（臨時の交流館の管理に関する準用）

第１７条 第６条、第７条、第９条及び第１０条の規定は、条例第１８条第１項の規

定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第６

条、第９条及び第１０条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第６条ただし書

中「指定管理者（条例第１７条第１項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

」とあるのは「市長」と、第７条中「第９条第３項」とあるのは「第１８条第１項

」と、第９条第３号及び第１０条第１項第２号中「指定管理者」とあるのは「市長

」と読み替えるものとする。

（その他）

第１８条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、別に定



める。

附 則

 この規則は、令和２年２月２２日から施行する。



別表（第７条関係） 

名称 単位 利用料金（１回につき） 備考 

演台 

拡声装置 

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（ﾊﾝﾄﾞ型） 

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（ﾀｲﾋﾟﾝ型）

卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 

床上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

移動式ｽｸﾘｰﾝ 

ﾃﾚﾋﾞ 

ﾌﾞﾙｰﾚｲﾌﾟﾚｰﾔｰ 

展示パネル 

テント 

１台 

１式 

１本 

１本 

１本 

１本 

１台 

１式 

１台 

１台 

１枚 

１基 

５５０円

２，２００円

１，１００円

１，１００円

１１０円

１１０円

１，１００円

１，１００円

２，２００円

５５０円

１１０円

５５０円

ﾏｲｸ・ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ各 1 本付き

屋外用ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ付き 

備考 

１ 持込み電気器具は、１台につき１１０円とする。 

  ２ この表による利用料金は、条例別表に定める午前、午後及び夜間におけ

るそれぞれの利用をそれぞれ１回として計算する。ただし、展示パネルの

利用料金については、利用時間の区分にかかわらず１回の利用として計

算する。 



様式第１号（第２条関係）

にぎわい交流館いわつき利用許可申請書 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

 次のとおり利用の許可を受けたいので申請します。 

利用年月日 利用施設名 利用時間 利用者数 使用料 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

催 物 名

利 用 目 的

附 属 設 備

持 込 設 備

利 用 責 任 者 氏名              電話番号 

（施設記入欄） 

使 用 料

施設使用料 減額（免除） 使用料合計 

円 円 円

附属設備使用料等 減額（免除） 納入年月日 

円 円

営利行為の有無 有（             ） ・ 無 

利用条件及び

その他必要事項

 許可番号 

第        号 

許可年月日 



様式第２号（第２条関係）

にぎわい交流館いわつき利用変更許可申請書 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

 次のとおり利用事項の変更の許可を受けたいので申請します。 

変更前許可の年月

日及び 許可 番号
年   月   日   第     号 

催 物 名  

変更事項 

変更理由 

その他必要な事項  

添付書類 
（１）既に受けた許可書の写し 

（２）その他必要な図書 

（施設記入欄）

許可番号 第     号 既納使用料 円

許可年月日  変更後使用料 円

利用条件及び 
その他必要条件 

追加使用料 円

納入年月日 



様式第３号（第２条関係）

にぎわい交流館いわつき利用許可書兼領収書 

第     号 

年  月  日 

（宛先） 

さいたま市長         印 

 次のとおり利用の許可をします。 

利用年月日 利用施設名 利用時間 利用者数 使用料 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

：  ～  ： 

催 物 名

利 用 目 的

附 属 設 備

持 込 設 備

利 用 責 任 者 氏名              電話番号 

使 用 料

施設使用料 減額（免除） 合   計 

円 円 円 

附属設備使用料等 減額（免除） 

円 円

利 用 条 件 及 び 

その他必要事項

領収印 



様式第４号（第２条関係）

にぎわい交流館いわつき利用変更許可書兼領収書 

第     号 

年  月  日 

（宛先） 

さいたま市長         印 

 次のとおり利用事項の変更を許可します。 

変更前許可の年月

日及び 許可 番号
年   月   日  第    号 

催 物 名 

変更事項 

利 用 条 件 及 び

その他 必要 事項

既納使用料 円

変更後使用料 円

追加使用料 円

領収印 



様式第５号（第３条関係） 

にぎわい交流館いわつき営利行為許可申請書 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

次のとおり、営利行為の許可を受けたいので申請します。 

なお、この行為について生じる紛争等は、一切を当方において処理し、貴市に

は迷惑をかけないことを誓約します。

利用日時 年  月  日   時  分～  時  分 

利用施設 

催 物 名 

営利行為の種目 展示  配布  宣伝  販売  その他（     ） 

品目 販売価格等 備考 

（施設記入欄）

許 可 条 件 及 び

その他必要事項

許可番号 

第     号 

許可年月日 



様式第６号（第３条関係） 

にぎわい交流館いわつき営利行為変更許可申請書 

第     号 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

次のとおり営利行為の変更の許可を受けたいので申請します。 

変更前許可の年月日

及 び 許 可 番 号
年   月   日  第    号 

利 用 日 時 年  月  日   時  分～  時  分 

利 用 施 設 

催 物 名 

変 更 事 項 

変 更 理 由 

添付書類 
（１）既に受けた許可書の写し 

（２）その他必要な図書 

（施設記入欄） 

許 可 条 件 及 び

そ の 他 必 要 事 項

許可番号 

第     号 

許可年月日 



様式第７号（第３条関係） 

にぎわい交流館いわつき営利行為許可書 

許可第   号 

年  月  日 

（宛先） 

さいたま市長         印 

年  月  日付けで申請のあった営利行為許可申請について、次のとお

り許可します。 

利用日時 年  月  日   時  分～  時  分 

利用施設 

催 物 名 

営利行為の種目 展示  配布  宣伝  販売  その他（    ） 

許 可 条 件 及 び

その他必要事項



様式第８号（第３条関係） 

にぎわい交流館いわつき営利行為変更許可書 

  第     号 

年  月  日 

（宛先） 

さいたま市長         印 

年  月  日付けの営利行為変更許可申請について、次のとおり許可し

ます。 

変更前許可の年月日

及 び 許 可 番 号
年   月   日  第    号 

利用日時 年  月  日   時  分～  時  分 

利用施設 

催 物 名 

変更事項  

許 可 条 件 及 び

そ の 他 必 要 事 項



様式第９号（第４条関係） 

にぎわい交流館いわつき利用許可取消届出書 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

   年  月  日付け第   号で許可を受けた貸出施設等の利用につい

て、次の理由により取り消すこととしたいので届け出ます。 

利用許可日時 年  月  日   時  分～  時  分 

利 用 施 設 

取消理由 



様式第１０号（第４条関係） 

にぎわい交流館いわつき営利行為許可取消届出書 

年  月  日 

（宛先）さいたま市長 

会社名（団体名） 

住所又は所在地 

代表者又は氏名 

電 話 番 号 

   年  月  日付け第   号で許可を受けた営利行為許可について、

次の理由により取り消すこととしたいので届け出ます。 

利用許可日時 年  月  日   時  分～  時  分 

利 用 施 設  

催 物 名  

行為の種目 展示  配布  宣伝  販売  その他（    ） 

取消理由 



さいたま市規則第６号 

   さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市児童福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１０６号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２２条関係） 別表（第２２条関係） 

扶養義務者徴収金 扶養義務者徴収金 

 ［略］                   ［略］                  

備考 

 １～９ ［略］ 

備考 

 １～９ ［略］ 

  １０ 被措置児童及び入所者（以下「被措置児

童等」という。）が３歳に達する日以後の最

初の３月３１日を経過した障害児であって小

学校就学の始期に達するまでの間にあるもの

である場合は、法第５６条第２項の規定にか

かわらず、当該被措置児童等に係る措置費の

うち実費負担に相当する部分を除いた部分に

ついては徴収しないこととする。この場合に

おいて、当該被措置児童等に係る措置費のう

ち実費負担に相当する部分については、この

表の徴収金基準月額を上限として徴収するこ

とができる。 

  １１ 前項の規定は、Ｂ２階層と認定された世

帯に属する被措置児童等が３歳に達する日以

後の最初の３月３１日を経過する前の障害児

である場合についても適用するものとする。

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市児童福祉

法施行細則の規定は、令和元年１０月１日から適用する。 

 （経過措置） 



２ この規則による改正後のさいたま市児童福祉法施行細則別表備考の規定は、令和

元年１０月１日以後の措置に係る徴収金について適用し、同日前の措置に係る徴収

金については、なお従前の例による。 


